
令和３年８月 17 日 

教育委員会 

 

緊急事態宣言適用期間中の教育活動等について 

 

１ 教育活動 

○県内では、十分な感染防止対策を実施したうえで、教育活動を行う。 

   なお、夏季休業中の補習や校外から大人数を呼び込むような校内行事（オープンハ

イスクール、学校説明会等）を実施する際には、マスク着用、消毒はもとより体調が

不調の場合は来校を自粛するなど感染防止対策の徹底を改めて周知するとともに、１

回当たりの参加人数の制限や座席の間隔を広く取るなどの対応を行う。 

○県外での活動は、原則行わない。 

ただし、既に計画済の活動（修学旅行を含む）を実施する際には、改めて、緊急事

態措置実施区域、まん延防止等重点措置実施区域（都道府県）の知事が指定する区域

及び都道府県等が独自の行動制限を伴う措置を実施している区域でないこと、受入先

の意向、参加人数、移動方法など実施可能であることを十分に確認する。 

 

２ 部活動 

○十分な感染防止対策を実施したうえで、部活動を行う。 

○県外での活動（練習試合を含む）、県内外での宿泊を伴う活動は、原則行わない。 

（※いずれの場合も全国大会・近畿大会に出場する場合を除く。なお、宿泊は感染防  

止対策が確認できる宿泊施設に限定。学校は不可） 

  ただし、キャンセル料が発生するなどやむを得ず実施する場合は、感染防止対策の

徹底とともに、受入先の意向、参加人数、移動方法など実施可能であることを十分に

確認する。 

○活動日及び時間は、「いきいき運動部活動（４訂版）」等を基本に、平日（４日）で２

時間以内、土日のいずれか１日で３時間以内とする。 

 

３ その他 

 ○ 教職員の感染者も増加傾向にあることから、感染リスクの高い行動等を自粛するよ

う周知する。 

○ 今後、本県はもとより全国的な感染拡大の状況、生活全般にわたる人の流れを抑制

する対策の強化など新たな事情が生じた場合は、教育活動や部活動について活動内容

や活動エリアをさらに制限するなどを検討する。 

○ 例年夏季休業が終了する時期は児童生徒の心のケアが重要となることに加え、緊急

事態宣言が再び発出されることを踏まえ、SNS 悩み相談の時間を延長（16 時～22

時・前後１時間延長）する。 

○ 今後とも気温・湿度が高い日が続くことから、熱中症警戒アラートなどを参考に熱

中症対策にも十分に留意する。 

 

 


